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ドイツの学校における日本語教育
─アビトゥーア試験「日本語」の事例を中心にして─

木 戸 芳 子

はじめに

　本稿では、ドイツの学校（ギムナジウム）において、外国語として設定されている「日本語」

教育について、アビトゥーア試験「日本語」の事例を中心にして紹介したい。

　ドイツでは、大学入学にあたり、わが国におけるように各大学が実施する入学試験の制度

は原則として採用されていない。ギムナジウム上級段階の最後に行われるアビトゥーア試験

（Abiturprüfung）に合格することにより、「大学入学資格」（Hochschulreife）を取得できる仕

組みがとられている。「大学入学資格」を取得した者は、医学部などの「入学制限」（numerus 

clausus）分野でない限り、「選抜手続き」なしに大学に入学することができる仕組みになって

いる
1
。また、ドイツは連邦制の国家であり、教育の権限は州が有している。州ごとに文部省

が置かれ、アビトゥーア試験も、基本的に州の試験として実施されている。州が実施する試

験であるが、そこで得られる「大学入学資格」は、全ドイツに有効となっている。したがっ

て州ごとに出題される問題は異なるが、各州の文部大臣により構成される常設文部大臣会議

（ständige Konferenz der Kultusminister）により、教科ごとにアビトゥーア試験に関する「統一

的試験基準」（einheitliche Prüfungsanforderung，EPA）が定められている。各州は、この「統

一的試験基準」にしたがって、自州の試験問題を作成している
2
。

　アビトゥーア試験の科目数は、４または５科目で、必修科目と選択科目から構成される（州

により、科目数、選択、必修科目名は異なる）が、一部の州では「日本語」による受験も可能

となっている。本稿では、「日本語」がアビトゥーア試験科目の選択科目のひとつとして位置

づけられているノルトライン・ヴェストファーレン州の事例を取り上げたい
3
。

　全体の構成は、下記のとおりである。

1 　B.Lohmar, T.Eckhardt, Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland 2011/2012, Darstellung der 
Kompetenzen, Strukturen und bildungspolitischen Entwicklungen für den Informationsaustausch in Europa, 
Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst/Deutsche EURYDICE-Informationsstelle der Länder im 
Sekretariat der Kultusministerkonferenz, 2013 所収の「中等段階Ⅱ」について記述された第６章を参照。

2 　ドイツ語のアビトゥーア試験について紹介した拙稿「ドイツ語のアビトゥーア試験─その試験基準と出題

例」『東京音楽大学研究紀要』32，2008，pp.65-88. も参照。
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　まずⅠで、文部大臣会議が作成した「アビトゥーア試験の統一的試験基準─日本語」

（Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Japanisch）のなかで、どのような試験

基準が日本語に関して設けられているのかについて概要をまとめてみる。

　次にⅡで、ノルトライン・ヴェストファーレン州で実際に出題された「日本語」のアビトゥー

ア試験の問題を紹介する。

　Ⅲでは、ノルトライン・ヴェストファーレン州のギムナジウムでどのような日本語教育が行

われているか、デュッセルドルフのあるギムナジウムを例に見ていくことにしたい。

　最後に、以上を通して浮かび上がってくるドイツにおける外国語学習の特色から、われわれ

はどのような示唆が得られるかについて若干のまとめを行いたい。

　本稿で最終的にめざしているのは、ドイツにおいて「外国語としての日本語」がどのように

教授されているのか、その現状と課題を考察することにより、わが国における外国語教育（ド

イツ語教育）のあり方について知見を広めることにある。

Ⅰ　「日本語」のアビトゥーア試験に要求される基準

　本章では、文部大臣会議の協定である「アビトゥーア試験の統一的試験基準」（Einheitliche 

Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung）から、教科「日本語」に要請されている内容を訳

出してみた
4
。

1　教科としての日本語の要求される基準

　アビトウーア試験の基礎となっているのは、以下のような教科特殊的ないし教科横断的な資

格および学習領域である。

1.1　言語的能力、スキルおよび知識

─　簡単な日本語のテキストの聴解力、読解力、並びに日本語で口頭および筆記により適切に

表現する能力

─　音声学、語彙、文字（漢字／仮名）、文法および語彙論／意味論（Lexik/Semantik）

1.1.1　言語との関わり

①聴解

─　母語話者による適切な速度で読み上げられた、言葉使いも内容も難しすぎることのないテ

キストを理解すること。すなわち、当該テキストの本質的な情報内容を把握し、場合によっ

3 　以下、ノルトライン・ヴェストファーレン州の文部省のホームページに掲載されたアビトゥーア試験に

関する情報を参照。なお同州文部省の正式名称は、「学校および継続教育省」（Minisuterium für Schule und 
Weiterbildung）であるが（州により、文部省の呼び方は異なる）、以下、通称にしたがい文部省と表記する。

〈http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur/abitur-gymnasiale-oberstufe/〉
4 　„Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Japanisch“ (Beschluss der KMK vom 31.03.1999), 

S.10ff.
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ては叙述の意図を認識すること

─　会話文において、母語話者による適切な速度で読み上げられた意見を文脈の中で理解する

こと

─　俗語、方言など、社会的要因による様々な言語を認識する能力

②言語スキルおよび口語表現

─　適切な発音とイントネーションでわかりやすく話す能力

─　口頭の会話において一般的な基礎語彙、テーマに関連した重要語彙ならびに日本語の基本

構文を使用する能力

─　日本語で行われる歓談に、適宜積極的に参加する能力

─　読み上げられたり、黙読した事柄を簡単なことばで要約し、内容を問う質問に答える能力

─　個人的な体験や印象を報告し、様々な状況に関連付けて意見を述べる能力

③読解

─　言葉使いや内容の難しすぎないレベルの文芸作品やノンフィクション、記事、解説、論説

などの文章を本質的な情報内容と個別の重要事項を推論し、理解する能力

─　テキストの言語表現や構文を認識し、明確に認識できる様々な言語レベルやテキストの種

類を区別し、テキストの内容の書き方に関連付け、その効果の目的を把握する能力

④文章表現

─　一般的な基礎語彙、テーマに関連した重要語彙、日本語の基本構文を文章で表現する能力。

この能力には文字（漢字、仮名）を習得することも含まれる。

─　読み上げられたり、黙読した事柄を課題にそって正しい言葉使いで表現する能力

─　状況と問題を関連付け、場合によっては予備知識を含めて叙述し、説明、コメントを加え

る能力

1.1.2　日本語構文の習得

　言語は、個々には次の言語能力およびスキルを前提としている。

①発音

─　規則にしたがった発音とイントネーションの習得

②文字

─　ひらがな、カタカナおよび 50 音表を確実に習得すること

─　重要な基本漢字の知識

─　３種類の文字標記（訳注：漢字、ひらがな、カタカナ）の使い分け

③語彙論／意味論

─　授業で学習した基本語彙と状況やテーマに関する広範な語彙を習得すること

─　テキスト理解に必要な基本語彙を習得すること

─　口頭や筆記により、状況に即して表現することができること
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④文法

─　現代日本語の基本的な文法構造を習得すること

─　相互に関連するテキストやテキストの章を書くための基本的な構文やテキストの作成方法

を習得すること

─　関連付け、文の短縮、テキストの組み立て、詳述、ニュアンスといったテキストからみた

文法上の本質的な要素を習得すること

1.2　専門的知識および理解

1.2.1　言語考察

　言語考察は、言語構造を理解することと、言語手段の機能および作用の仕方を仲介するもの

である。次の認識および理解が必要である。

─　発音およびイントネーションに関して基本となる規則についての知識

─　文法表記のもっとも重要なカテゴリーについての知識

─　単語や文の成り立ちに関して基本となる要素についての知識

─　話し言葉と書き言葉の間の本質的な相違、重要な言語ヴァリエーションについての知識

─　基本となる文体要素およびその作用の仕方についての知識

─　言語の社会的な関連性についての理解

1.2.2　日本に関する地域研究（Landeskunde）

　テキストを適切に扱うことや、問題意識をもちながら日本における生活の実情を説明・分析

するために、具体例に即した知識と、そのときどきの社会と文化の理解が必要である。こうし

た知識は、以下の事柄に及ぶものとする。

─　地理的、経済的および政治的な実情と諸関連

─　歴史的および社会的な発展

─　日本社会の生活様式と行動様式を理解するために日常生活から見た視点

─　思想史、芸術および文化

1.2.3　文学

　ヨーロッパの人々には日本語の文字システムは非常に馴染みにくいため、日本文学の原文を

扱うには限度がある。日本文学を導入するにあたり、教授用に編集されたテキストや翻訳を同

時に用いることで、受験生は以下の事柄が可能となる。

─　重要な文学ジャンルについての知識

─　重要な文学の創作手法とその文脈における機能

─　社会的土壌と文学テキストとの関係の理解

─　人間の基本的な経験、問題点および行動様式に関する叙述および評価の様々な方法につい

ての理解

　地域研究分野と文学を適切に説明、解説することは、他者の言語社会とその文化にある開放

性という意味で、月並みな表現や偏見といったものを認識し、批判的に根拠を調べることがで
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きる能力も含まれる。

1.3　教科横断的な基準

─　関連手段（例えば、辞書、文法書、百科事典、二次文献、統計など）を事項に即して、利

用し、自ら情報を発信できる能力

─　辞書に左右されずに推論する仕方を活用する能力。例えば、文脈から、形態論の規則や類

似語の形成による推論。

─　テキストの内容を要約し、概念を規定する能力

─　キーワードを意味がとおるように、全般にわたりリストアップする能力

─　テキストの情報を拾い出し、一定の視点からまとめ、解説する能力

─　テキストの構造の原則を認識し、分類され、関連付けられたテキストを作成する能力

─　認識や情報を事柄に即して展開し、新たな関連性を見出す能力

─　広範囲に独力で未知のテキスト（テキスト構成、絵、図版など）を解説する方法に関する知識

─　社会的、文化的事柄をその領域のなかで理解し、表現する能力

─　独自の立場を事柄に即して述べる能力

Ⅱ　「日本語」のアビトゥーア試験─ノルトライン・ヴェストファーレン州の場合

　次に、ノルトライン・ヴェストファーレン州を例に、「日本語」のアビトゥーア試験の実際

例を見ていくことにしよう。

　アビトゥーア試験は、前述したように州の統一試験として実施される。ノルトライン・ヴェ

ストファーレン州では、アビトゥーア試験が実施される３年前に文部省により、各科目ごとに、

あらかじめ試験の「規準」（Vorgabe）が示される。各学校は、これにしたがい、３年後の試験

に向けて準備を始める。

　本章ではまず、2012 年８月３日に発表された、2015 年実施のアビトゥーア試験「日本語」の「規

準」の内容を概観する
5
。

　次に、今年（2014 年）８月１日から適用されているノルトライン・ヴェストファーレンの

新たな「中核教授プラン」（Kernlehrplan）のなかで「日本語」がどのように記述されているか

を見ていく（2014 年８月 14 日に発表された 2017 年実施のアビトゥーア試験は、この「中核

教授プラン」にもとづいている）
6
。

5 　„Vorgaben zu den unterrichtlichen Voraussetzungen für die schriftlichen Prüfungen im Abitur in der gymnasialen 
Oberstufe im Jahr 2015, Vorgaben für das Fach Japanisch“〈http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.
de/abitur-gost/fach.php?fach=17〉以下、„Vorgabe 2015“ と略す。

6 　„Kernlehrplan für die Sekundarstufe Ⅱ, Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen, Japanisch“〈http://
www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/k/J__a4.pdf〉 以 下、„Kernlehrplan“ と

略す。
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　そのあと、筆者がノルトライン・ヴェストファーレン州文部省から入手した 2014 年度のア

ビトゥーア試験「日本語」の出題例を紹介する。

１　あらかじめ示される「規準」

　アビトゥーア試験に関する基本的な事柄は、「中等段階Ⅱのための大綱基準および教授プ

ラン─ノルトライン・ヴェストファーレン州のギムナジウム／総合制学校」（Richtlinien und 

Lehrpläne für die Sekundarstufe Ⅱ–Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen）の「日本語」

に定められている
7
。

　この「教授プラン」をもとにして、アビトゥーア試験に関してどんな内容が重点となるのか

について、その内容があらかじめ「規準」として示されている。

　来年（2015 年）に実施されるアビトゥーア試験の「日本語」では、「教授プラン」のなかでは、

とくに次の箇所が該当するとされている
8
。

　2「領域、テーマ、対象」、2-1「領域：導き出しと教授学的機能」、2-2「テーマと対象の教

科の領域への組み入れ」、2-3「必修と自由裁量」、5「アビトゥーア試験」、5-2「要求領域の記述」、

5-3-1「アビトゥーア筆記試験の課題の種類」

　これを踏まえて、「規準」で示されている内容上の重点は表１のとおりである
9
。

表１：2015 年アビトゥーア試験「日本語」の内容上の重点

日本の労働、日常生活および現代生活

・居住：田舎に住む／都会に住む

・余暇：（例）マンガ

・買物と食事

・職業生活

学校と教育

・学校の日常：日本の生徒の１日の流れ

・日本の教育制度の概観

・学校外における学習（塾と予備校）

伝統とモダン

・宗教の教義、日本の祭典（例：新年の祝祭）

・天皇制／日本における過去の克服

・大都市東京における生活

今日の日本社会

・青少年の生活感情、志向探求および価値

・社会と経済；日本社会におけるハイテク

・消費行動；学校（大学）から会社への移行

7 　原文は、ノルトライン・ヴェストファーレン州文部省のホームページから、以下の URL を参照。〈http://www.
standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_os/4733.pdf〉

8 　„Vorgabe 2015“, S.1f.
9 　„Vorgabe 2015“, S.2.
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　なお、アビトゥーア試験「日本語」の解答時間は、３時間とされている
10
。また試験の際、

補助教材として日独の「二か国語辞典」、「漢字辞典」の使用が許可されている。問題は、１題

のみで、複数の問題から選択する余地はない
11
。

２　「中核教授プラン」から

　前述のように、2014 年８月１日から新たに「ギムナジウム上級段階のための中核教授プラ

ン」（Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe）が施行されることになった。2017 年以降のア

ビトゥーア試験は、ここに盛り込まれた内容を「規準」として出題される。以下では、この「中

核教授プラン」の「日本語」の内容を概観する。

（１）「中核教授プラン─日本語」の構成

　「中核教授プラン─日本語」の構成は、表２のとおりである
12
。

表２：「中核教授プラン─日本語」の構成

章 内　容

はじめに

1 この教科の課題と目標

2 コンピテンス領域と期待されるコンピテンス

2-1 　この教科のコンピテンス領域

2-2 　継続する外国語としての日本語

2-2-1 　　導入段階終了までに期待されるコンピテンス

2-2-2 　　資格段階終了までに期待されるコンピテンス

2-3 　新たに設定される外国語としての日本語

2-3-1 　　導入段階終了までに期待されるコンピテンス

2-3-2 　　資格段階終了までに期待されるコンピテンス

3 学習成果の検証および達成の評価

4 アビトゥーア試験

補遺

（訳注）　「継続する外国語」とは、中等段階Ⅰから継続して、ギムナ

ジウム上級段階（中等段階Ⅱ）で学習される外国語。「新たに

設定される外国語」とは、ギムナジウム上級段階から学習さ

れる外国語。「導入段階」とは、ギムナジウム上級段階（３年間）

の最初の１年間、「資格段階」とは、そのあとの２年間をいう。

10　„Vorgabe 2015“, S.3 を参照。なお、アビトゥーア筆記試験の解答時間については、ノルトライン・ヴェ

ストファーレン州文部省の「ギムナジウム上級段階における教育課程およびアビトゥーアに関する省令」

（Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe, APO-GOSt）の第 32 条

第２項で、「筆記試験は重点コース教科では４時間 15 分、第３アビトゥーア教科では３時間とする。」とあり、

「日本語」の解答時間は３時間である。

11　ibid.
12　„Kernlehrplan“, S.7.
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（２）教科「日本語」の課題と目標

　「中核教授プラン」では、日本語の課題と目標について、次のように記述されている
13
。

　「個人の多言語性（Mehrsprachigkeit）という目標をもつ外国語の学習は、ヨーロッパの政治

的、文化的および経済的な発展とグローバル化に直面して意味を増している。ギムナジウム上

級段階の外国語の授業は、言語コミュニケーション的な、異文化理解のコンピテンスを仲介す

る。このコンピテンスは、個人の生活でも、職業生活でも、適切で成果ある行動のための重要

な前提条件となるものである。

　日本語は、重要なヨーロッパ以外の外国語として、日本の世界経済的、文化的プレゼンスを

基礎に、ヨーロッパ空間において特別の地位を有している。それゆえ日本語の知識は、異文化

間のコミュニケーション能力と言う意味で、資格の重要なメルクマールとなっている。

　学習能力（Studierfähigkeit）、職業オリエンテーション、深化された普通教育への社会的

要請に対応して、ギムナジウム上級段階における日本語の授業には、『異文化間行動能力と

いう学習目標』が課せられている。それは学術的であり、職業準備的であり、人格形成的

（persönlichkeitsbildend）なものである。

　ギムナジウム上級段階の日本語の授業で生徒は、システマティックに異文化間のコミュニ

ケーション能力を獲得する。この能力を生徒は、関連する具体的な適用場面とさまざまな人生

の領域において高め、拡大する。複雑な適用に向けられた学習アレンジメントは、組織的な能

力構築の段階に対応して、個々のコンピテンスのネットワーク化を目指している。口頭による

言語適用はこの場合、あらゆる学習および達成状況のなかで特別の意味を与えられる。

　日本語のようにドイツ語とはかけ離れた外国語（distante Fremdsprache）では、増大する外

国語のスタンダード化の要請に対応して、可能な限り『欧州共通言語参照枠組み』（Gemeinsamer 

europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen, GeR）14
が適用される。コ

ミュニケーションの仕方と独自の文字スタイルという日本語の様式がもっている言語特殊的な

独自性が考慮される。

　ギムナジウム上級段階の日本語の授業で、生徒はオリジナルのテキスト、場合によっては編

集された実用的な取扱説明書、ならびに関連する文化を扱った日本語による簡単な文学的テキ

ストと向き合うなかで、社会文化的およびグローバルな意味をもつテーマに取り組み、日本の

文化および言語空間の生活実情の多様性に関する理解を獲得する。それにより生徒は、『文学的・

言語的課題領域』
15
における他の教科との調和のなかで、テキストおよびメディアに関わる能

力を高め、深化させる。他の生活実情と向き合うことは、世代間の多様な視点からも、生徒の

13　„Kernlehrplan“, S.11ff.
14　「欧州共通言語参照枠組み」は、ヨーロッパのあらゆる言語に共通する枠組みを策定し、学習者の外国語

取得のレベルを参照可能にすることを目的として、欧州審議会（Council of Europa）により策定されたガイ

ドライン。

15　ギムナジウム上級段階では、「文学的・言語的課題領域」、「社会科学的課題領域」、「数学・自然科学的課

題領域」の大きく３つの課題領域の科目から構成されている。
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自己省察への準備を促進し、とりわけ欧州域外の言語と文化との出会いにより、生徒自身の視

界を発展させる可能性を生み出す。とりわけ日本語のように、特殊な文字システムをもち、ド

イツ語とはかけ離れた言語に取り組むことは、言葉、言葉の使用、言語学習の喜び、ならびに

学校外でも新たな言語経験をもつモティベーションを促進する。

　『異文化間行動能力』という主要目標のなかで、日本語の授業は、生徒個人の多言語能力の

発達を支援する。生徒は、日本語のようなドイツ語とはかけ離れた外国語と取り組み、自分の

母語だけでなく、生涯学習の原理にもとづいて、外国語に関する省察能力を高めることにより、

言語能力を拡大する。

　ギムナジウム上級段階における日本語の授業では、特別の仕方で個人レベルの促進が課せら

れている。その際、各生徒の能力を認識し、発展させ、促進すること、ならびに組織的な、個

人的な相談、支援による教育プロセスの把握が重要である。このことは、日本語学習において、

積極的、協力的、自立的な学習という基本像と合致する。この意味で日本語学習は、多様な、

刺激に富む学習機会を提供する。そのなかで生徒は、組織化され、結合された仕方で、能力を

高め、知識の深まりと広がりのなかで、自らを省察することができる。能力獲得のためのさら

なる自己責任を担うことができるようになる。さらに、学校を取り巻く環境に関する授業、個

人的に国境を超えた交流の可能性を開く企画にも貢献する（遠足、スタディツアー、国際交流、

交流プロジェクト、コンクールへの参加など）。

　とりわけ全教科横断的な課題において、日本語の授業もまた、形成能力の展開の枠組みのな

かで、ステレオタイプ的な秩序付けへの批判的な省察、価値教育、感情移入と連帯性、社会的

責任の構築、民主的な社会の形成、生活基盤の保証などに寄与する。また次世代のための持続

可能な発展という意味で、文化の形成に寄与する。

　さらに日本語の授業は、社会的、自然科学的分野の能力の学際的な結合に貢献する。また職

業訓練、大学における学習、労働、職業への準備にも寄与する」。

（２）コンピテンス領域

　「日本語」で求められるコンピテンスとして、「中核教授プラン」では図１のように、①機能

的コミュニケーションコンピテンス、②異文化コミュニケーションコンピテンス、③テキスト・

メディアコンピテンス、④言語学習コンピテンス、⑤言語意識、の５つが挙げられている
16
。

　以下、各コンピテンスについて見ていくことにする。

①機能的コミュニケーションコンピテンス

　機能的コミュニケーションコンピテンスとは、「欧州共通言語参照枠組み」に依拠して、「聴

解力」、「視聴解力」、「読解力」、「話す」、「書く」、そして「言語使用」という部分コンピテン

ス領域から構成される。これらの部分的なコンピテンスを統合して言語的手段を駆使できる能

16　„Kernlehrplan“, S.17.
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力が、機能的コミュニケーションコンピテンスである
17
。

　図２は、「機能的コミュニケーション」を図解したものである
18
。

　また表３は、「読解」のコンピテンスの展開例である
19
。

図１：コンピテンス領域

言
語
学
習
コ
ン
ピ
テ
ン
ス

異文化コミュニケーションコンピテンス

言
語
意
識

理解　行動

知識　見解　意識

機能的コミュニケーションコンピテンス

聴覚／視聴覚理解

読解

書く

話す

言語使用

言語使用とコミュニケーション手段

テキスト・メディアコンピテンス

口頭　筆記　メディア

図２：機能的コミュニケーションコンピテンス

17　„Kernlehrplan“, S.15.
18　ノルトライン・ヴェストファーレン州文部省が広報用に作成したパワーポイント資料 „Neue 

Kernlehrpläne für die Gymnasiale Oberstufe Kernlehrplan Japanisch“ のスライド番号 17 を参照。以下、同

資料からの引用は、„KLPGOST“ と略す。なおカッコ内の数字は、パワーポイント資料のページ番号であ

る。〈http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lehrplaene/upload/klp_SII/k/KLP_GOSt_Japanisch_
Implementation_2013-11-11.ppt〉

19　„KLPGOST“（18）表中の「継続」、「新規」については表２の「訳注」を参照。



－57－

表３：「読解」のコンピテンスの展開例

図３：異文化コミュニケーションコンピテンス

20　„KLPGOST“（19）
21　„KLPGOST“（21）
22　„KLPGOST“（23）に書かれている記述による。

②異文化コミュニケーションコンピテンス

　異文化コミュニケーションコンピテンスは、外国語が使用される文脈における「理解」と「行

動」に向けられるコンピテンスである。図３に示したように
20
、ⅰ．社会文化的オリエンテー

ション知識、ⅱ．異文化間の考え方および意識、ⅲ．異文化間の理解および行動、という３つ

の領域から構成される。

　このうち、「社会文化的オリエンテーション知識」のテーマ領域を図解したものが、図４で

ある
21
。

③テキスト・メディアコンピテンス

　テキスト・メディアコンピテンスは、「中核教授プラン」では次のように記述されている
22
。「こ
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のコンピテンスは、複雑な、統合的なコンピテンスとして、テキストを自力で、目標と関連し

て、ならびにテキストの歴史的かつ社会的な文脈のなかで解釈し、その解釈を基礎づける能力

を包括したものである。テキスト・メディアコンピテンスはさらに、さまざまなテキストの種

類の独自のテキスト作成の条件および技術に関する認識を活用する能力を含む。すべての口頭、

筆記、メディアなどにより、生徒たちが受容し、生み出したものは『テキスト』として理解さ

れる。メディアという概念は、情報の加工・伝播のすべての手段および方法を包括するもので

ある」。

　テキスト・メディアコンピテンスは、図５のように分類できる
23
。

図４：「社会文化的オリエンテーション知識」のテーマ領域

図５：テキストおよびメディアコンピテンス

23　„KLPGOST“（22）
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④言語学習コンピテンスと言語意識

　言語学習コンピテンスと言語意識は、人格の形成ならびに職業および学術の準備教育に関し

てひとつの独自の教育価値をもつ（以下、図６を参照）。

　言語学習コンピテンスについては、次のように記述されている
24
。

　「生徒はこれまで到達した多言語プロフィルの基礎の上に、ドイツ語とはかけ離れた外国語

の言語特殊的な独自性も考慮して、その言語能力を自立的かつ反省的に／広範囲に自立的に拡

大することができる。その際生徒は、幅広い／拡大された、自立的で協力的な言語学習の戦略

と技術にもとづいたレパートリーを用いることができる」（下線は原文、以下同じ）。

　「生徒は、自己の言語習得を集中化するために、的確に外国語の学習のための機会を（授業

外でも）活用することができる」。「生徒は、言語手段とコミュニケーション手段の検証を通し

て自己の言語能力を確固たるものとし、拡大し、こうした関係のなかで、他の言語で習得され

た能力を利用することができる」。

　言語意識については、次のように言われている
25
。

　「生徒は拡大された／日本語の構造および使用への基本的な洞察ならびに他の言語の知識を

活用し、口述および筆記のコミュニケーションプロセスを通常／広範囲に確実に処理すること

ができる。生徒は、次の事柄ができる。

・言語の規則性、規範からの逸脱、言語使用のヴァリエーションを列挙できる。

・言語現象と文化現象の間の関係を列挙し、省察し、例示して解説できる。

・言語に関する効果の方法を記述し、省察できる（場合によっては、ドイツ語で）。

・自分のコミュニケーションを一般的に求められた形で、確実に／広範囲に確かなものに組み

立て、コミュニケーション上の一般的な問題点を独力で解決することで、自分の言語使用を

省察し、コミュニケーション状況の要件に適合させることができる」。

図６：言語学習コンピテンスと言語意識

24　継続して学ぶ外国語としての「日本語」の場合。„KLPGOST“（25）
25　継続して学ぶ外国語としての「日本語」の場合。„KLPGOST“（26）
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　以上、2014 年８月から適用されている「中核教授プラン─日本語」に記述されているコン

ピテンスについて紹介した。

　これにしたがって出題される 2017 年のアビトゥーア試験「日本語」に向けて、生徒は基本

的には、「中核教授プラン─日本語」に盛り込まれたすべてのコンピテンスを身に付けている

ことが期待される。

　実際のアビトゥーア試験では、そのなかで、とくにこの「中核教授プラン─日本語」の第２

章に定められた「社会文化的オリエンテーション知識」（soziokulturelles Orientierungswissen）

のテーマ分野（前掲図４を参照）が、2017 年度のアビトゥーア試験問題作成にあたっての内

容的な前提条件となるとされている
26
。

　表４は、2017 年度実施予定のアビトゥーア試験問題「日本語」の作成にあたっての内容的

な前提条件を表にしたものである
27
。

表４：アビトゥーア試験「日本語」作成にあたっての内容的な前提条件（2017 年度）

日常文化および職業

世界のアスペクト

青少年の生活およ

び経験世界

現在の政治的およ

び社会的議論

歴史的および文

化的発展

グローバルな課

題および未来の

デザイン

・余暇および消費行

動の変遷

・教育制度

・学校の成績プレッ

シャー

・大学での学習

・職業生活への移行

・日本社会におけ

るハイテク

・居住事情

・人口動態の変遷 ・西洋への開放

・過去の克服

・宗教

・価値観の変遷

経済生活のアス

ペクト

－マンガ、アニメ、

ポピュラーな文化

－日本における携

帯電話の使用

－学校の日常と諸問

題

－田舎の生活と都

市の生活（伝統

的な住居、現代

の住居）

26　2014 年８月 14 日付けの、2017 年実施のアビトゥーア試験に向けて作成された「規準」（„Vorgabe 2017“）
を参照。〈https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/getfile.php?file=3562〉

27　ギムナジウム上級段階で新たに設定される外国語としての「日本語」の場合。„Vorgabe 2017“, S.4.
28　„KLPGOST“（28）

（３）学習成果の検証および成績の評価

　以下では、「中核教授プラン」に記載されている、ギムナジウム上級段階で行われる「学習

成果の検証と成績の評価」についてその「基本原則」と「規則」をまとめてみる。

①基本原則

　基本原則については、次のように要約されている
28
。
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ⅰ．筆記および口述による検証形態は、「中核教授プラン─日本語」の第２章で言及されてい

る期待されるコンピテンスを試験およびその他の共同作業により検証する。

ⅱ．成績の評価にあたっては、基本的にすべてのコンピテンス領域が総体として適切に考慮さ

れなければならない。

ⅲ．成績の評価は、学校法、「養成および試験規程」
29
（Ausbildungs- und Prüfungsordnung）の

基準ならびに教科会議により開発された点数付与に関する基準による。

ⅳ．筆記試験／試験では、難易度に応じた３つの要求領域がさらに考慮されなければならない。

②規則

　規則的な事柄としては、次のように述べられている
30
。

ⅰ．資格段階では、１回口述試験が筆記試験の代替をする。

ⅱ．試験は、複雑な方法で「中核教授プラン」のさまざまなコンピテンス領域に関連する。資

格段階の経過の中ですべての機能的コミュニケーション的部分コンピテンスが１回の試験で

少なくとも１度検証される。

ⅲ．「書くこと」と「読解」のコンピテンスの伝統的な検証と並んで、その他のフォーマット

をともなった「聴解／視聴解」のコンピテンスまたは「言語使用」のコンピテンスも試験で

検証される、また「話す」領域のコンピテンスも検証される。

（４）アビトゥーア試験

　「書くこと」と「読解」のコンピテンスを検証することが、いずれのアビトゥーア筆記試験

においてもその構成要素となっている。

　加えて「聴解／視聴解」または「言語使用」、または「話すこと」のコンピテンスが検証さ

れる。あらかじめ定められたアビトゥーア規準により、それぞれいかなる部分コンピテンスが

アビトゥーア筆記試験の対象となるかが定められる
31
。

　これらをまとめると、以下の４つのタイプに分類することができる。

①「書くこと」および「読解」＋「言語使用」または「聴解／視聴解」または「話すこと」

②「書くこと」および「聴解／視聴解」＋「読解」

③「書くこと」「読解」「聴解／視聴解」の一体タイプ

④「書くこと」＋「読解」（必修）および「言語使用」または「聴解／視聴解」または「話すこと」

　これらを図解すると以下のようになる（図７～ 10 を参照）
32

29　„Verordnung über den Bildungsgang und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe“ (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe, APO-GOSt“ を参照。前掲（注 10）も参照。

30　„KLPGOST“（29）
31　„KLPGOST“（31）
32　„KLPGOST“（32）～（35）
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図 10（④タイプ）

図８（②タイプ）

図７（①タイプ）

図９（③タイプ）
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３　出題例

　以下に紹介する問題は、2014 年度に実施された「日本語」（基礎コース）の問題である
33
。

　ギムナジウム上級段階で履修される教科は、不可欠の基礎知識を身に付ける基礎コース

（Grundkurs）の科目と、能力に応じて幅広い知識を身に付ける重点コース（Leistungskurs）の

科目に区分される。ノルトライン・ヴェストファーレン州のアビトゥーア試験は、４科目で行

われるが、そのうちわけは重点コース２科目、基礎コース２科目となっている。「日本語」は

基礎コースの科目としてのみ履修される。

　ノルトライン・ヴェストファーレン州のアビトゥーア筆記試験の科目名は以下のとおりであ

る
34
。

　生物、化学、中国語、ドイツ語、英語、栄養学、教育学、宗教（プロテスタント／カトリッ

ク）、フランス語、地理、歴史、ギリシャ語、ヘブライ語、情報学、イタリア語、日本語、ユ

ダヤ教、美術、ラテン語、数学、音楽、現代ギリシャ語、オランダ語、哲学、物理学、ポルト

ガル語、心理学、法学、ロシア語、社会科学、社会科学／経済、スペイン語、スポーツ、技術、

トルコ語。

　なお、2014 年度アビトゥーア筆記試験「日本語」は、2014 年５月 14 日（水）に実施され

た
35
。

　前述したように、解答時間は３時間である。また試験の際、日・独の「二か国語辞典」、「漢

字辞典」の使用が許可されている。なお、テキストは、日本の高等学校の生徒が書いたメール

が「出典」に挙げられている。テキストで使用されている文字数は、572 字である。

　「設問」は、次の３題である。カッコ内は配点で、満点は 60 点である。

33　以下の問題は、ノルトライン・ヴェストファーレン州文部省から入手したものである。

34　ノルトライン・ヴェストファーレン州文部省のホームページを参照。〈http://www.standardsicherung.
schulministerium.nrw.de/abitur-gost/faecher.php〉

35　同上



－64－

　テキストは、以下のとおりである。
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Ⅲ　ギムナジウムにおける日本語教育─ツェツィーリエン・ギムナジウム

１　ツェツィーリエン・ギムナジウムのホームページから

　ここでは、デュッセルドルフにあるツェツィーリエン・ギムナジウムにおける日本語教育に

ついて紹介してみたい。同校のホームページには、次のように記されている
36
。

　「ツェツィーリエン・ギムナジウムは、1984/85 年度から外国語としての日本語を提供して

いるデュッセルドルフで唯一のギムナジウムである。1990 年から日本語は、『多様化領域』

（Differenzierungsbereich）の選択科目としても提供されている
37
。このコースは、社会文化的

領域（ランデスクンデ）と結びついている。上級段階で生徒は、継続してまたは新たに、日本

語を選択できる。日本語は、英語、フランス語、スペイン語と同様に、アビトゥーア試験教科

として認められている。

　ツェツィーリエン・ギムナジウムは、1984 年に課外活動（AG）として日本語を始めた。

1988 年からは、学校の枠を超えて、デュッセルドルフのすべてのギムナジウムの生徒にドイ

ツ語を選択する機会が与えられている。その目的は、生徒が異なる言語構造で考えることがで

き、外国の生活形態ないし思考・行動方法を知ることである。

　学校の枠を超えた基礎コースに加えて、『多様化領域』で日本語を選択した上達者のための

『基礎コース』が置かれており、ギムナジウム上級段階で継続して日本語を学習することにより、

アビトゥーア試験の第３または第４教科として日本語を選択することができる
38
。

　『多様化領域』における日本語（第８学年、第９学年）では、地域研究と結びついており、

週４時間コースである（９学年の終わりまで２年間継続する）。授業では４つのコミュニケー

ション能力（聞く、話す、読む、書く）および４つの言語手段（発音、語彙、文字、文法）が

同等に要求され、扱われている。漢字、平仮名、カタカナといった文字は始めから教えられる。

授業では、しばしば日常の会話テキストが練習に使われる。教科書は『みんなの日本語１』と

いう日本語のみの教科書を使用している。そのほか、文法、聞き取り、読本、書き方の練習帳、

ビデオ教材などが使用される。

　地域研究として取り扱われるテーマは、日本の地理、大都市（東京／京都）、学校システム、

現代の生活習慣（食文化、居住地、歴史、伝統的な文化、余暇、スポーツ、マンガ等々）であ

る。授業では、文学テキスト、ビデオフィルムなどが使われ、日本語の小説が翻訳で読まれる。

36　以下、同校のホームページを参照。〈http://cecilien-gymnasium.de/hp/cms/front_content.php?idcat=35〉
なお、ノルトライン・ヴェストファーレン州で日本語の授業が行われている教育機関の一覧は以下の URL を

参照。〈http://www.dus.emb-japan.go.jp/profile/deutsch/kulturbuero/2013_Japanischunterricht-in-NRW_kl.pdf〉
37　「多様化領域」の科目とは、とくに興味・関心のある生徒向けに設定される、通常の「学習時間表」には

ない科目。

38　前述したように「日本語」は、基礎コースのアビトゥーア試験科目として選択できる。第１試験科目と第

２試験科目は、重点コースの科目である。
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日本人学校の訪問、寺院、日本領事館の訪問、日本人学校の生徒たちとの協同、共通のワーク

ショップなどが行われる。生徒は報告書を作成したり、こうしたテーマについて自由作文を書

く。日本人生徒との文通もある。

　『多様化領域』で『日本語』を選択した生徒は、上級段階で継続して週３時間の『日本語』コー

スを選択することができる」
39
。

２　現地の新聞記事から

　最後に、現地の新聞から生徒の様子、教員の声等を伝える記事を紹介してみたい。

　まず、ツェツィーリエン・ギムナジウムで日本語を学んで、アビトゥーア試験の科目に日本

語を選択した生徒の声を紹介する
40
。この生徒（女性）は、自身が在学するギムナジウム（マッ

クスプランク・ギムナジウム）で日本語の授業がなかったので、ツェツィーリエン・ギムナジ

ウムで日本語の授業を受講し、アビトゥーア試験を受験した。

　彼女は、ツェツィーリエン・ギムナジウムでアビトゥーア筆記試験を終えたあと、次のよう

に言っている。「終わってほっとした。でも仮名の代替として使われる漢字がとくに難しかった。

そうした漢字はそれほど詳しく練習していなかったから」。

　「そのかわりに彼女は 120 の基本漢字を特訓した。というのも、そうした漢字はアビトゥー

ア試験の準備では最初に学習するものだからである。スペイン語やフランス語のアビトゥーア

コースであればどうか？　こうした言語は、この 19 歳の少女にとってあまりにも退屈である。

彼女にとっては、まさに日本語がふさわしく、その他の言語なら誰でもできるからである」。

　また同紙では続けて、おおよそ次のように書かれている。

　「ようやく 2002 年になって、アビトゥーア試験教科としてこのエキゾチックな言語の法的な

基盤が整備された。すなわち、第２外国語の大綱基準（Richtlinien）が改訂され、2004 年にツェ

ツィーリエン・ギムナジウムで最初の口述試験
41
、次いで１年後の 2005 年に筆記試験も実施

された。

　しかし日本語の授業は 1984 年からすでにこの学校で行われている。当初は課外活動で、次

いで、学校の枠を超えた基礎コースで行われていた。今日ではアビトゥーア試験受験生用に２

クラス、すなわち初級１クラス、中・上級１クラスが設置されている。これはデュッセルドル

39　上級段階で新たに始まる学校の枠を超えた基礎コースは、週４時間の授業。上級段階の授業でも、４つの

コミュニケーション能力（聞く、話す、読む、書く）ないしは４つの言語手段（発音、語彙、文字、文法）

が同等に取り扱われ、促進される。漢字、平仮名、カタカナといった文字は始めから教えられる。日常の小

さな会話テキストからロールプレイングが実践される。生徒は、自分のことを短く話せる状態にある。自由

な記述のテキスト生成が同様に取り扱われる。教科書は『みんなの日本語１』という日本語のみの教科書を

使用する。さらに文法、聞き取り、読本、書き方の練習帳、ヴィデオ教材などがある。

40　以下引用は、『Rheinische Post（RP）』のオンライン版（8.Mai 2009）を参照。〈http://www.rp-online.de/
nrw/staedte/duesseldorf/japanisch-als-abiturfach-aid-1.1134239〉

41　アビトゥーア試験科目４科目のうち、３科目は筆記試験、１科目は口述試験である。日本語は、当初口述

試験科目としてのみ行われていたが、のちに筆記試験科目としても実施されるようになった。
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フで他に例を見ないことである。という次第で、他校の生徒もこの学校のあるニーダーカッセ

ルにやってくる訳である。

　マックスプランク・ギムナジウムの S は、今年、試験教科として日本語を選択した初級コー

スの生徒４名のひとりである。彼女は 11 年生のときから、３年間にわたり、文字、文法、テ

キストの読み、書きの特訓をしてきたのである。その他に『こんにちは、調子はどう？』ある

いは『私の名前は……』といったコミュニケーションの基本形がカリキュラムに盛り込まれた。

さらに自由会話は、３年間経過しても到達点まで至らない。

　『日本語を学習するためには他の言語より倍近く時間がかかる。』と担当教員は考えている。

しかし、この教員のクラスの生徒である B にとっては、目標に到達しなければならないのだ。

この生徒はアビトゥーア試験後の１年間、日本に行き、当地の幼稚園で社会奉仕勤務をするこ

とになっているからである。遅くともこの強化訓練後には、会話も問題なくできることが想定

されている。この生徒が日本語を学習する理由は、ここ『リトル東京』に住んでいるならば、

確実に良い職業チャンスに結びつくからである。

　『リトル東京』とはデュッセルドルフのことである。ツェツィーリエン・ギムナジウムの校

長も次のように語っている。『ここでは日本企業 450 社があります。ですから異文化間相互の

交流環境を上手く活用できるのです』。

　言語以外にも生徒はつきあい方や文化についても学ぶのである。さらに授業は午後にある。

それはモティベーションの高さと質の高い訓練が前提となる。最初は受講生 25 名のうち、たっ

た 15 名しか残らず、その中から４名が試験科目として日本語を選択するという具合である。

試験合格を願って前祝いをするために、今晩 S と B は、日本料理を食べに行くと言っている」。

おわりに

　最後に、２点ほど注目すべき点を挙げておわりとしたい。

　まずひとつは、今回の新たな「中核教授プラン」が、「コンピテンスを志向した、インプッ

ト的な学習観」から、「成果を重視したコンピテンス志向の学習観」へと大きな転換をしてい

ると言う点である。すなわち、従来の「何が学習の終了時点で教えられていなければならない

のか？」という学習観ではなく、「学習の終了時点で生徒は、何かできるか？」というアウトプッ

トに力点を置いた学習観である。言い換えれば、学習の終了時点で、達成したラーニング・ア

ウトカムを重視する考え方である。したがって、学校で何を教えるかについては、大枠となる

コンピテンスを「中核教授プラン」のなかで定め、そうしたコンピテンスをどのようにして生

徒に身に付けさせるかについては、学校の裁量に委ねられている
42
。

42　„KLPGOST“（39）
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　これと関連して、学校独自のカリキュラム作成が義務化されたことである。「中核教育プラン」

で「到達すべきコンピテンス」が掲げられ、学校では、「学校の責任で、それを教授学的・教

育的プロセスを展開する」ことが求められる。表５は、両者の関係をまとめたものである
43
。

43　„KLPGOST“（40）（41）

表５：「中核教授プラン」と「学校内の教授プラン」

中核教育プラン 学校内の教授プラン

・到達すべきコンピテンス

・専門的要請の中核領域に限定

・期待されるコンピテンスと教育課程の特定の

時点での内容的な重点

・期待されるコンピテンスとそれに結びついた

専門知識の範囲の設定

・達成把握および達成評価に関する陳述

・学校の責任で、教授学的・教育学的プロセス

の展開

・学校の形成余地

・さまざまなテキストの具体化および相互に調

整された授業計画への転換（進歩、連続性）

・学習集団への適切な移行

・取り決めおよび協定

・学校独自のカリキュラム（教授プラン／作業

プラン）作成の義務化

　こうした点は、わが国のドイツ語教育を含む外国語教育のあり方に少なからぬ示唆を与えて

くれる点ではないかと考えられる。

　なお、本稿ではノルトライン・ヴェストファーレン州における「日本語」のアビトゥーア筆

記試験についてみてきたが、アビトゥーア試験の口述試験科目として選択することも可能であ

る。口述試験は、州の統一試験ではなく各ギムナジウムごとに実施されている。本稿では、口

述試験について取り上げることができなかったので、別に稿を改めて紹介することとしたい。

（本学教授＝ドイツ語担当）


